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お
知
ら
せ

講
演
時
間
変
更
の
お
知
ら
せ

３
月
２
日
号
で
お
知
ら
せ
し
た
健
康

都
市
講
演
会「
ヘ
ル
シ
ー・シ
テ
ィ
の

潮
流
～
具
体
的
な
成
果
と
今
後
の

進
め
方
」は
、講
師
の
都
合
に
よ
り

講
演
時
間
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

（
変
更
前
）３
月
19
日（
火
）午
後
３

時
～
４
時
30
分

（
変
更
後
）３
月
19
日（
火
）午
後
１

時
～
２
時
30
分

時
間
が
早
ま
り
ま
し
た
の
で
、く
れ

ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。※
場
所

は
消
防
局
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん

☎
７
０
４・４
１
３
７
健
康
都
市

推
進
課

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
〉

◆
自
立
支
援
協
議
会

３
月
21
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分
／
急
病
診
療
・ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
２
階
第
２
集
会
室

（
障
害
者
支
援
課
）

◆
市
政
戦
略
会
議

３
月
25
日（
月
）午
後
４
時
～
６
時
／

市
役
所
３
階
第
４
委
員
会
室

（
行
財
政
改
革
推
進
課
）

◆
幼
児
教
育
振
興
審
議
会

３
月
25
日（
月
）／
市
役
所
３
階
第

５
委
員
会
室

※
時
間
は
問
い
合
わ
せ

☎
３
３
４・１
６
２
４
教
育
政
策
課

◆
防
災
会
議

３
月
26
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
／
消
防
局
／
先
着
10
人
程
度

（
危
機
管
理
課
）

◆
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会

３
月
27
日（
水
）午
後
２
時（
受
け
付

け
は
15
分
前
か
ら
）～
３
時
30
分
／

市
役
所
５
階
理
事
者
控
室
／
５
人

程
度　
　
　
　
　

  

（
ス
ポ
ー
ツ
課
）

◆
総
合
計
画
審
議
会

３
月
28
日（
木
）午
後
１
時
／
市
役

所
３
階
第
５
委
員
会
室

※
入
室
は
会
議
公
開
の
手
続
き
後

（
企
画・広
域
行
政
課
）

な
か
よ
し
広
場
の
ふ
れ
あ
い
予
約

に
締
切
日
が
設
け
ら
れ
ま
す

４
月
１
日（
月
）よ
り
、予
約
申
し
込

み
の
締
め
切
り
が
利
用
日
の
３
日
前

（
休
園
日
を
除
く
）ま
で
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。ま
た
、

新
た
に
見
学
コ
ー
ス
が
で
き
ま
し

た
。詳
し
く
は
動
植
物
園
の
公
式

W
e
b
サ
イ
ト
を
ご
覧
に
な
る
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
３
３
８・１
９
６
０
同
園

「
ミ
ー
テ
ィ
ア
ム
ガ
イ
ド
」

春
号
の
発
行

公
民
館
主
催
講
座
を
紹
介
す
る

「
ミ
ー
テ
ィ
ア
ム
ガ
イ
ド
」春
号
を
３

月
22
日（
金
）に
発
行
し
ま
す
。公

民
館
や
市
役
所
等
の
市
の
施
設・駅

広
報
ス
タ
ン
ド
で
配
布
す
る
他
、３

月
23
日（
土
）の
朝
刊
に
折
り
込
み

配
布
し
ま
す
。

☎
３
２
０・３
３
４
３
公
民
館
セ

ン
タ
ー

三
番
瀬
塩
浜
案
内
所
が
４
月
末
で

閉
所
し
ま
す

４
月
の
開
所
日　

日
～
金
曜
日

開
所
時
間　

午
前
10
時
～
午
後

３
時☎

３
５
９・１
１
５
０
臨
海
整
備
課

進
す
る
同
計
画（
市
街
地
整
備
）

を
変
更
し
ま
し
た
。詳
細
は
、市
公

式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
、都
市
計
画
課
、

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
で
き

ま
す
。

☎
３
３
４・１
４
０
２
都
市
計
画

課固
定
資
産
税
に
関
す
る
縦
覧
・
閲

覧
制
度

今
年
度
か
ら
行
徳
支
所
で
の
縦
覧

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◆
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
納

税
者
は
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価

額
等
を
縦
覧
で
き
ま
す（
無
料
）。

縦
覧
で
き
る
帳
簿　

土
地
価
格
等

縦
覧
帳
簿（
所
在
・
地
番
・
区
域
・
地

目
・
地
積
・
価
格
）、家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿（
所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造・床
面
積・価
格
）

縦
覧
で
き
る
方　

平
成
25
年
度
固

定
資
産
税
の
納
税
者

４
月
１
日（
月
）～
30
日（
火
）

（
土・日
曜
日
、祝
日
は
除
く
）

固
定
資
産
税
課

◆
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

納
税
義
務
者
は
固
定
資
産
課
税

台
帳（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）に

自
己
の
資
産
が
記
載
さ
れ
た
部
分

に
つ
い
て
閲
覧
で
き
ま
す（
無
料
）。

閲
覧
で
き
る
帳
簿　

固
定
資
産
課

税
台
帳
兼
名
寄
帳

閲
覧
で
き
る
方　

平
成
25
年
度
固

定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
・
借
地

借
家
人
等（
賃
貸
借
契
約
書
等
が

必
要
）

４
月
１
日（
月
）～
平
成
26
年
３

月
31
日（
月
）（
土
・
日
曜
日
、祝
日

は
除
く
）

固
定
資
産
税
課・

税
務
課

※
縦
覧
・
閲
覧
は
、相
続
人（
相
続

人
と
わ
か
る
書
類
が
必
要
）・
納
税

管
理
人
・
代
理
人（
委
任
状
が
必

要
）も
で
き
ま
す

※
縦
覧
・
閲
覧
を
す
る
方
は
必
ず

本
人
確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免

許
証
な
ど
）、委
任
状
に
は
必
ず
本

人
が
自
署
・
押
印（
法
人
の
場
合
は

代
表
者
印
）が
必
要
で
す

☎
３
３
４・１
１
１
９
固
定
資
産

税
課

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
注
意

一
部
の
不
用
品
回
収
業
者
に
つ
い
て
、

「
無
料
と
言
わ
れ
家
電
製
品
な
ど

の
回
収
を
依
頼
し
た
ら
高
額
な
料

金
を
請
求
さ
れ
た
」な
ど
の
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

市
か
ら
一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許

可
を
受
け
て
い
な
い
業
者
が
、家
庭

か
ら
出
る
不
用
品
を
有
料
で
回
収

す
る
こ
と
は
違
法
で
す
。ま
た
、回

収
さ
れ
た
物
が
不
法
投
棄
さ
れ
る

な
ど
、環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す

事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。安
易

に
不
用
品
回
収
業
者
を
利
用
す
る

こ
と
は
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る

だ
け
で
な
く
、違
法
行
為
を
助
長

す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。不
用

と
な
っ
た
家
電
製
品
や
大
型
ご
み

は
ル
ー
ル
を
守
っ
て
適
正
に
処
理
し

ま
し
ょ
う
。

☎
３
２
０・３
９
７
２
廃
棄
物
対
策
課

社
会
資
本
総
合
整
備
計
画（
市
街

地
整
備
）の
変
更

大
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
の
解
消
、公

園
等
の
緑
化
空
間
の
整
備
等
を
推

　４月から、以下の税金・料金について、インターネットの「Yahoo！
公金支払い」サイトを利用したクレジットカード払いができるように
なります。

▶決済手数料（利用者負担）
支払い金額に応じて、次の通り決済手数料がかかります。
納付額１０,０００円以下…決済手数料０円
納付額１０,００１円～２０，０００円…決済手数料１０５円（税込）
納付額２０,００１円以上…１０,０００円ごとに１０５円（税込）が加算されます

▶対象となる税金・料金
市県民税、固定資産税・都市計画税、固
定資産税（償却資産）、軽自動車税、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料、保育園保育料、市営住宅
使用料、霊園管理料、自転車等駐車場
使用料、放課後保育クラブ保育料

▶必要なもの
・ 納付書（各期別）
・ 利用可能なクレジットカード

American Express/VISA
Master Card/JCB/ダイナース

☎３３４-１１15納税・債権管理課

市からは領収書の発行はしませ
ん。納税通知書とカード会社が
発行する利用明細書などでご確
認ください。 
金融機関やコンビニエンスストア
などでのクレジットカードによる支
払いはできません。

パソコンから
　　　●ＵＲＬを直接入力

　　　●Yahoo!JAPANで「納税！」と検索

携帯電話から
　　　●ＵＲＬを直接入力
　　
　　　●ＱＲコードを取り込む

アクセス方法

http://koukin.yahoo.co.jp/URL

http://koukin.mobile.yahoo.co.jp/URL

注　意

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
2 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

8：50～17：00
（受け付け16：30まで）

民事に関する一般的な相談・
市政案内<市民相談員>出張

市民相談
南行徳市民談話室
２6（金）

10：00～16：30
（受け付け

9：30～16：00まで）

法
律
相
談
予
約
制

弁護士
（平日）

市役所 5（金）、１2（金）、17
（水）、19（金）、２3（火）、２6（金） 

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談。<弁
護士><認定司法書士>
※予約制（市役所総合市民
相談課☎334-1002）

行徳支所 5（金）、１2（金）、２6（金）
土曜弁護士 市役所 6（土）

司法書士
（夜間）

市役所 3（水）、10（水）、
17（水）、24（水） 17：30～20：00
行徳支所 10（水）、24（水）

土曜司法書士 市役所 20（土） 13：00～15：30

行政書士
市役所 9（火） 13：00～17：00

（受け付け16：30まで）

相続手続、贈与、成年後見、契約書、
官公署提出書類作成、外国人の在
留等に関する申請など<行政書士>行徳支所 16（火）

行政
市役所 24（水） 13：00～15：00

（受け付け14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や要望
<行政相談委員>行徳支所 なし

登記 市役所 3（水） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 17（水）

不動産
取引

市役所 1（月）、１5（月） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などのト
ラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 8（月）

税金
予約制

市役所 15（月） 13：00～16：00 相続・贈与・売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 なし

交通事故
予約制

市役所 11（木）、25（木） 10：00～15：00 示談や損害賠償の方法
〈県交通事故相談員〉行徳支所 なし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第２・４土曜日は電話相談のみ） 

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎３３４-０９９９

行徳支所 第２・４火曜日 10：00～12：00
13：00～16：00

行徳支所市民相談室☎359-1121
多重債務
予約制

消費生活センター11（木）、25（木） 13：00～16：00 多重債務に関する相談
〈弁護士〉消費生活センター☎３３４-０９９９

人権擁護
市役所 10（水） 13：00～16：00

（受け付け15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがらせなど
の悩み〈人権擁護委員、弁護士〉男女共同参画課☎３２２-６７００

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9：00～16：15 建築にかかわる民事的な相談

〈建築行政相談員〉建築指導課☎３３４-１４３４

建築紛争
市役所 開発指導課原則水曜日

（要問い合わせ） 9：00～17：00 中高層建築物の建築に伴っ
て生ずる日照阻害、電波障
害、騒音、振動など開発指導課☎70４-027６

労働
市役所 3（水）、 17（水） 18：00～20：00 労働上のトラブルに関する

相談〈社会保険労務士〉雇用労政課☎704-4131

年金
市役所 23（火） 13：00～16：30

（受け付け16：00まで）各種公的年金について
〈社会保険労務士会〉行徳支所 11（木）

国民年金課☎３３４-１１２７
住宅リフォーム
予約優先

市役所 9（火）、２3（火） 10：00～16：00 増改築、修繕など〈市川住宅リ
フォーム相談協議会相談員〉街づくり推進課☎３３４-１３３6

心配ごと
八幡市民談話室 1（月）、15（月） 10：00～15：00

（13：00からは
弁護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこと
など〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎３２０-４００１

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

4
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講
座・催
し

お
や
こ
自
然
観
察
会

「
お
花
さ
が
し
」

親
子
で
楽
し
く
、春
の
お
花
を
探

し
ま
す
。

４
月
14
日（
日
）午
前
10
時（
動

物
園
券
売
所
前
）～
正
午

親
子
、先
着
20
人

往
復
は
が
き
に
参
加
者
全
員
の

住
所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
電

話
番
号
、「
４
月
観
察
会
」、返
信

用
の
あ
て
先
を
書
き
、自
然
博
物
館

（
〒
２
７
２・０
８
０
１
大
町
２
８
４
）

☎
３
３
９・０
４
７
７
同
館

講
座「
植
物
の
不
思
議
」

｜

し
た
た
か
な
植
物
た
ち

｜

コ
ー
ヒ
ー
や
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、ラ
ン
な

ど
、温
室
の
植
物
の
魅
力
と
不
思

議
を
学
び
ま
す
。講
座
終
了
後
、

温
室
内
の
ガ
イ
ド
も
あ
り
ま
す
。

参
加
者
に
は
多
肉
植
物
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
。３月

31
日（
日
）午
後
１
時
～
２

時
30
分

観
賞
植
物
園（
動
植
物
園
内
）

20
人
※
定
員
に
余
裕
が
あ
れ
ば

当
日
参
加
も
可

☎
３
３
８・１
９
６
０
同
園

学
習
会「
市
川
の
カ
エ
ル
た
ち
」

｜

ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
産
卵
に
つ
い
て

｜

市
史
編
さ
ん
自
然
部
会
で
は
ヒ
キ

ガ
エ
ル
の
産
卵
状
況
を
調
査
し
て

い
ま
す
。市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
確

か
な
情
報
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

カ
エ
ル
に
つ
い
て
の
学
習
会
を
行
い

ま
す
。

３
月
31
日（
日
）午
前
10
時
～

正
午中

央
公
民
館

当
日
先
着
40
人

☎
３
３
９・０
４
７
７
自
然
博
物

館（
月
曜
日
休
館
）

千
葉
商
科
大
学
の
環
境
講
座（
地

域
環
境
社
会
論
Ⅰ
）

千
葉
商
科
大
学
と
市
と
の
連
携
に

よ
る
同
大
学
の
特
別
講
義
を
、学

生
と
共
に
学
ぶ
受
講
生
を
募
集
し

ま
す
。市
民
参
加
型
環
境
施
策
を

は
じ
め
循
環
型
社
会
づ
く
り
か
ら

地
球
環
境
問
題
ま
で
、行
政
や
市

民
団
体
、企
業
な
ど
か
ら
講
師
を
招

き
、具
体
的
事
例
を
取
り
上
げ
て

解
説
し
ま
す
。全
15
回
で
す
が
、各

回
単
独
で
の
受
講
も
可
能
で
す
。

「
地
域
環
境
社
会
論
Ⅱ
」が
９
月
か

ら
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。Ⅰ
と
Ⅱ
の

両
方
を
受
講
登
録
し
、所
定
回
数

の
講
座
受
講
者
に「
修
了
証
書
」が

授
与
さ
れ
ま
す
。

４
月
９
日（
火
）～
７
月
23
日

（
火
）午
後
２
時
50
分
～
４
時
20
分

千
葉
商
科
大
学

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
高

校
生
以
上
の
方
、先
着
30
人

３
月
18
日（
月
）午
前
９
時
か

ら
☎
３
２
０・３
１
２
０
環
境
政
策

課「
災
害
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
論
」

首
都
直
下
型
地
震
へ
の
対
応
、津

波
、風
水
害
な
ど
の
災
害
に
つ
い

て
、基
礎
知
識
と
対
策
な
ど
を
学

び
ま
す
。ま
た
、救
命
救
急
の
実
務

や
避
難
所
の
自
主
運
営
に
つ
い
て

体
験
学
習
を
行
い
ま
す
。詳
し
く

は
千
葉
商
科
大
学
の
公
式
W
e
b

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

４
月
８
日（
月
）～
７
月
29
日

（
月
）の
月
曜
日
午
後
２
時
50
分
～

４
時
20
分（
全
15
回
）

千
葉
商
科
大
学

先
着
１
０
０
人

Ｆ
Ａ
Ｘ
３
７
３
・９
９
５
８
ま
た

【
定
期
監
査
及
び
行
政
監
査
】

監
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
24
年
10
月
１
日
～
平
成

25
年
１
月
16
日

対
象
部
署

○
経
済
部
…
商
工
振
興
課
、雇
用

労
政
課
、農
政
課
、観
光
交
流

推
進
課

○
消
防
局
…
消
防
総
務
課
、企
画

管
理
課
、指
令
課
、予
防
課
、警

防
課
、救
急
課
、東
消
防
署
、西

消
防
署
、南
消
防
署
、北
消
防

署
○
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

○
農
業
委
員
会
事
務
局

監
査
の
範
囲

　

平
成
24
年
度
事
務
事
業

監
査
の
方
法

所
管
す
る
事
務
の
内
容
及
び

財
務
に
関
す
る
事
務
事
業
に
つ

い
て
、経
理
事
務
、契
約
事
務

及
び
財
産
管
理
事
務
が
適
正
か

つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か

を
主
眼
と
し
て
、関
係
書
類
及

び
関
係
帳
簿
類
を
調
査
す
る

と
と
も
に
、関
係
職
員
の
説
明

を
受
け
、ま
た
、必
要
に
応
じ
現

地
調
査
を
実
施
し
た
。

監
査
の
結
果

所
管
す
る
事
務
事
業
は
、そ
の

事
業
目
的
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ

て
お
り
、概
ね
適
正
な
も
の
と

認
め
ら
れ
た
。

（
監
査
委
員
事
務
局
）

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
千
葉
商
科
大
学
地

域
連
携
・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
オ

フ
ィ
ス☎３

２
０・８
６
６
７
同
オ
フ
ィ
ス

（
危
機
管
理
課
）

寺
の
ま
ち
回
遊
展

行
徳
地
区
の
寺
院
な
ど
を
会
場
に

「
寺
の
ま
ち
回
遊
展
」を
開
催
し
ま

す
。地
域
の
歴
史
や
文
化
に
触
れ

る
イ
ベ
ン
ト
の
他
、座
禅
体
験
、ち

り
め
ん
細
工
の
展
示
、音
楽
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
、ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
が

あ
り
、子
供
も
大
人
も
楽
し
め
ま

す
。※
車
で
の
来
場
不
可

３
月
30
日（
土
）午
前
９
時
30

分
～
午
後
３
時
30
分

妙
典
・
本
行
徳
・
本
塩
・
関
ヶ
島

周
辺
の
寺
院
な
ど

☎
３
５
７・２
３
７
２
同
実
行
委

員
会（
都
市
計
画
課
景
観
担
当
室
）

自
然
博
物
館
の
催
し

☎
３
３
９・０
４
７
７
同
館

い
ず
れ
も
荒
天
中
止
。

◆
湿
地
の
環
境
整
備
の
お 

20

手
伝
い

初
参
加
の
方
は
要
事
前
問
い
合
わ

せ
。３

月
17
日（
日
）午
前
10
時（
観

賞
植
物
園
入
口
集
合
）～
正
午

◆
長
田
谷
津
散
策
会

４
月
６
日（
土
）午
前
10
時（
動
物

園
券
売
所
前
集
合
）～
11
時
30
分

◆
野
草
の
名
札
付
け
の
お
手
伝
い

車
を
ご
利
用
の
方
は
、要
事
前
問

合
せ
。

４
月
７
日（
日
）午
前
10
時（
観

賞
植
物
園
入
口
集
合
）～
正
午

監査結果
の公表

　３月と４月は、就職や転勤などに伴う住所異動手続きや各種証明書の申請などで、窓口が
大変混雑します。※手続きによっては「委任状」が必要となります。詳しくは各窓口にお問い合
わせください。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （市民課）

※１ 市川駅行政サービスセンターは、日時により受付できない業務があります。　※２ 外国籍の方については、一部
取り扱いできない業務があります。

証明書のみ必要な方
　自動交付機やコンビニエンスストアで住基カードを利用すれば、住民票の写しや印鑑登録
証明書・ 戸籍謄抄本（注１）・税証明書（注２）などを窓口より５０円安く取得できます。

（注１） 戸籍謄抄本の利用時間は平日（祝日除く）の午前８時４５分～午後５時１５分です。
（注２） 対象は、市県民税（非）課税証明書、市県民税納税証明書、固定資産評価額証明書、固定資産税・都市計画税
　　　公課証明書、固定資産税・都市計画税納税証明書です。

（注３） ３月３１日（日）は機器メンテナンスのため、全ての自動交付機とコンビニ交付サービスの利用は午後５時で休止します。

取扱い業務

市役所 行徳支所 大柏
出張所

南行徳
市民センター

市川駅行政
サービスセンター ※1

☎334-1111 ☎359-1116 ☎339-3111 ☎359-7891 ☎７０４-３１１１
平日＝8:45～17:15
水曜日は20:00まで 平日＝8:45～17:15 平日＝8：45～20：00

土曜日は17：00まで
戸籍の届け出

（出生届、死亡届、婚姻届など） ● ● ● ● ×

住民異動届
（転入届、転出届、転居届など） ● ●      ● ※2      ● ※2      ● ※2

戸籍謄抄本など戸籍関係・住民
票の写しなど住民票関係・印鑑
登録証明書などの申請

● ● ● ● ●

印鑑登録 ● ●      ● ※2      ● ※2      ● ※2

住民基本台帳カードの申請 ● ● ● ● ●

自動交付機（駅・商業施設など市内１０カ所）
利用時間＝（最大）午前６時３０分～午後１１時（注３）※設置場所により利用時間が異なります
※イオン市川妙典店でのサービスは３月３１日（日）午後５時で終了します
コンビニエンスストア（全国のセブン‐イレブン）のキオスク端末（マルチコピー機）
利用時間＝午前６時３０分～午後１１時（注３）

住所変更等の手続きは
下記窓口へ

　５００円以上の買い
物をすると、最大１万円
分の商品券が当たるス
クラッチカードがもらえる

「まごころサービス運動
（スプリングセール）」
を実施。当たった商品
券は４月１５日（月）ま
で参加商店で利用で
きます。

３月３１日（日）まで
市内の参加商店※キャンペーンポ

スターが目印
☎３７７-1０１１同実行委員会（市川

商工会議所）
（商工振興課）

市
川
市
監
査
委
員

　

春
日
幹
雄

　

白
土
英
成

　

金
子 

正

　

戸
村
節
子

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ講師 行徳支所講 市役所内容内

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
下
さ
い
。●
協
力
し
て
い
た

だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回
収

致
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
尚
、

一
般
ゴ
ミ
一
般
廃
棄
物
等
は
回
収
致
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。　　
（
道
路
安
全
課
）

3・16 

土 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

3・17 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
の

出
、南
行
徳
１・２

3・18 

月 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）、平
田（
全
）

3・21 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

3・22 

金 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

3・24 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ヶ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

3・25 

月 

新
田
１・５
、富
浜（
全
）、宮
久
保

（
全
）

3・28 

木 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

3・29 

金 

本
北
方
１

3・30 

土 

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

4・1 

月 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一
部（
北
方
中
央
）、国
府

台（
全
）

4・3 

水 

本
北
方
２

4・4 

木 

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

4・5 

金 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４
、

若
宮
３（
上
町
）

4・7 

日 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、

新
浜
１
、南
行
徳
３・４
、大
洲

（
全
）、大
和
田
１・３・５
、田
尻

４・５
の一
部
、原
木
４
、根
古
屋

（
国
分
２・３
）、若
宮
１
、北
方

町
４（
東
南・富
士
見
台
）、曽
谷

１
、奉
免
町（
ひ
め
み
や
）、柏
井

町
１（
第
１
、東
昌
台
）、柏
井
町

３（
第
３
団
地
）

4・8 

月 

稲
荷
木（
全
）、真
間
４・５

4・9 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

4・10 

水 

高
谷
、二
俣（
全
）、中
山
１・２

4・14 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町

４（
千
足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

4・15 

月 

須
和
田（
全
）、北
方
１
、平
田

（
全
）

4・16 

火 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

4・18 

木 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）、若
宮
３（
下
町
）、

市
川
南
１
～
４
、市
川
２

4・21 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
の

出
、南
行
徳
１・２

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域


